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「改正労働者派遣法説明会」を開催します

派遣労働者保護の強化を目的とした「改正労働者派遣法」が、平成 24 年 3 月 28 日に参

議院本会議において可決・成立し、4月 6日に公布がされました。これを受けて、愛知労

働局は派遣元・派遣先事業所に対して、改正された労働者派遣法の内容について周知し、

適正な事業運営を図るため、以下のとおり「改正労働者派遣法説明会」を開催します。
１ 日時・場所

○第 1回 ８月２７日（月） １３：３０～１６：００

名古屋市公会堂大ホール 定員 約１，５００人

（名古屋市昭和区鶴舞１－１－３）

○第２回 ８月２８日（火） １３：３０～１６：００

刈谷総合文化センター大ホール 定員 約１，０００人

（刈谷市若松町２－１０４）

○第３回 ８月２９日（水） １３：３０～１６：００

名古屋市公会堂大ホール 定員 約１，５００人

（名古屋市昭和区鶴舞１－１－３）

２ 参加申込み等

・愛知労働局ホームページ（ニュース＆トピックス）から参加申込書をダウンロー

ドいただき、必要項目をご記入のうえ開催日の５日前までに、ＦＡＸでお申込み

下さい。

・各日、定員となり次第、締め切ります。
・参加費無料。


